
国際会計基準審議会（以下、IASB）は、2017年5月
18日にIFRS第17号「保険契約」（以下、IFRS第17号）
を公表しました。「保険契約」という名前から、IFRS

第17号は保険会社のみに影響する印象を与えますが、
製品保証や金融保証等の一部の例外を除き、IFRS第
17号が定める保険契約の定義に該当する契約に対し
て適用が求められます。そのため、保険会社以外の会
社であっても、不確実な将来事象によって発生する損
失に対して補償を与える契約がある場合には、当該契
約がIFRS第17号の適用対象になる可能性がある点に
留意が必要です。また、IFRSの適用を視野に入れて
いる保険会社にとっては、IFRS第17号の適用により
保険契約の会計処理が抜本的に変わることが想定され
るため、その影響を分析する必要があると思われます。
そこで、本稿では、IFRS第17号の測定モデルを中心
に、その概要について解説します。なお、文中の意見
にわたる部分は筆者の私見であることをお断りします。

IFRS第17号が適用されると、05年に公表された
IFRS第4号「保険契約」（以下、IFRS第4号）は廃止
となります。IFRS第4号は、暫定的な会計基準として
の位置付けで、各国の既存の会計処理を基本的に容認

しているため、保険契約の会計処理にバラつきがあり
ました。長年の議論の末、公表されたIFRS第17号に
よって、世界的に単一の保険会計の基準が誕生したこ
とになります。

IFRS第17号は全てのタイプの保険契約（生命保険、
損害保険、元受保険及び再保険）に適用され、それら
を発行する企業の種類は問いません。また、一定の保
証や裁量権のある有配当性を有する金融商品にも適用
される可能性があります。
保険契約は、「一方の当事者（発行者）が、他方の
当事者（保険契約者）から、所定の不確実な将来事象
（保険事故）が保険契約者に不利な影響を与えた場合
に保険契約者に補償することを同意することにより、
重要な保険リスクを引き受ける契約」と定義されてい
ます。具体的には、保険契約者の死亡や火災等の損害
の発生、契約相手が契約上の義務を履行できなかった
場合といった不確実な将来事象によって発生する損失
を補償することに同意する契約を指します。

IFRS第17号では、保険負債をビルディング・ブ
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ロック・アプローチ（以下、BBA）、変動手数料アプ
ローチ（以下、VFA）、保険料配分アプローチ（以下、
PAA）のいずれかの測定モデルにより測定すること
が求められます（＜表1＞＜図1＞参照）。

BBAは、IFRS第17号の一般モデルと位置付けられ
ており、次ページの＜表2＞の四つのビルディング・
ブロックに基づいて、保険負債を測定します。また、
次ページの＜図2＞の通り、契約上のサービス・マー
ジン（以下、CSM）は他の三つのビルディング・ブ
ロックの差額として算定されます。
また、全ての履行キャッシュ・フローに関する仮定
は、各報告期間でアップデートされます。次ページの
＜図3＞では、見積りの事後的な変更をどのように扱
うかを要約しています。

VFAは、直接連動型の有配当契約（例えば、変額年

金）に適用される測定アプローチです。保険契約が次
の三つの全ての要件を充足した場合、直接連動してい
ると見なされます。

BBAにおけるCSMでは、前記の要件を満たす直接
連動型の有配当契約が生み出す経済的実態が適切に反
映されないことから、BBAとは異なるアプローチで
あるVFAが適用されます。すなわち、基礎となる項目
（保険料を原資とした金融商品等）の公正価値と保険
契約者に支払う義務のある金額との差額は、基礎とな
る項目を管理する対価と見なされ、当該対価は変動手
数料と呼ばれます。VFAにおいては、この変動手数料
がCSMを表すということになります。
次ページの＜図4＞は、どのタイプの保険契約にい
ずれの測定モデルが適用されるかを示しており、併せ
てBBAとVFAとの間の測定上の差異を要約しています。

Ⅴ　ビルディング・ブロック・アプローチ（BBA）

Ⅵ　変動手数料アプローチ（VFA）

• 契約条項において、保険契約者が基礎となる項目の
明確に特定されたプールの持分に参加する旨が規定
されている。

• 基礎となる項目から生じる公正価値リターンの重要
な持分と等しい金額を保険契約者に支払うことが予
想される。

• 保険契約者に支払われる金額の変動のうち、重要な
部分が、基礎となる項目の公正価値の変動と連動す
ることが予想される。

▶表1　IFRS第17号の測定アプローチ

▶図1　IFRS第17号のモデルの概観

ビルディング・ブロック・アプローチ
（BBA）

IFRS第17号における原則的な測定アプローチであり、以下の四つのビルディング・ブロックから構成される。
• 将来キャッシュ・フローの見積り
• 貨幣の時間価値の調整（割引計算）
• リスク調整
• 契約上のサービス・マージン（CSM）

変動手数料アプローチ（VFA） BBAに一定の調整を加えたアプローチであり、直接連動型の有配当契約に適用される。
保険料配分アプローチ（PAA） 保険契約の期間が1年以内等の一定の要件を満たす場合に適用が認められるBBAの簡便法。

適用範囲
及び定義

構成要素の
分離

CSM

リスク調整

割引率

将来キャッシュ・フローの
期待価値

リスク調整

割引

発生保険金に係る
キャッシュ･フロー

表示／分解

開示保有する
再保険契約

移行

保
険
料
配
分
ア
プ
ロ
ー
チ

（
P
A
A
）

残存カバーに係る
負債

一
般
モ
デ
ル

（
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ・ブ
ロ
ッ
ク・

ア
プ
ロ
ー
チ
（
B
B
A
））

変
動
手
数
料
モ
デ
ル

（
V
F
A
）

情報センサー Vol.124 Aug-Sep 2017　　7



IFRS実務講座

PAAは、BBAの簡便的なモデルであり、受領した
保険料を基礎として残存カバーに係る保険負債（未経
過保険料に基づく保険負債）を測定するアプローチで
す。契約グループが以下の適格性要件のいずれかを充
足する場合に適用することができます。

保険事故発生後には、保険金が実際に支払われるま
で発生保険金に係る負債も計上する必要がありますが、
当該負債は履行キャッシュ・フロー（保険金支払額の
期待割引現在価値、リスク調整を含む）に基づくこと
になります。残存カバーに係る負債に加えて、発生保
険金に係る負債を計上する全般的な会計上のコンセプ
トは、損害保険契約に係る今日の会計モデル（通常、
未経過保険料及び発生保険金に基づく）と非常に類似
したものと思われますが、保険金の割引や明示的なリ

▶図2　ビルディング・ブロック・アプローチ（BBA）の概観（一時払保険契約の場合）

スク調整、不利な契約の判定といった幾つかの側面
は、今日の損害保険契約に係る会計処理からの変更に
なると思われます。 （＜図5＞参照）

包括利益計算書上、全てのタイプの保険契約につい
て、保険収益（稼得保険料の概念に基づく）及び保険
サービス費用（発生保険金の概念に基づく）が表示さ
れますが、基本的に現金の収支に基づき保険収益・費
用が表示される日本の保険会計とは大きく変わること
になります。また、IFRS第17号では、保険契約に起
因して認識された金額や保険契約に起因するリスクの
性質及び程度に関する情報を提供すべく、広範な開示
規定が設けられています。

IFRS第17号を適用した場合、保険契約の会計処理

▶表2　ビルディング・ブロック

将来キャッシュ・フローの見積り 保険負債の測定に含められる期待将来キャッシュ・フロー（保険料や保険金等）は明示的でなければならず、また測定
日時点の状況に基づいた、起こり得るシナリオを中立的な方法で反映したものでなければならない。

貨幣の時間価値の調整（割引）
割引率は、負債の特徴を反映させたものであり、また各報告期間の末日でアップデートする必要がある。割引率には長
期の将来キャッシュ・フローに係る貨幣の時間価値を織り込む必要があることから、単一のレートではなく、通常は
イールド・カーブになるものと想定される。

リスク調整
リスク調整は、期待キャッシュ・フローに対する調整を表現するものであり、保険契約を履行するに当たり、非金融リ
スクに起因するキャッシュ・フローの金額及び発生時期に関する不確実性（リスク）を負うことの対価として保険会社
が求めるであろう金額に基づく。

契約上のサービス・マージン
（CSM）

CSMは保険契約グループの未稼得利益を表現するものであり、保険契約グループに対するサービスの提供に応じて純損
益で認識される。CSMはゼロが下限であり、契約開始時点で履行キャッシュ・フローがマイナスとなった場合には、当
該損失は即時に純損益で認識される。

三つのビルディング・ブロックを総称して保険負債の履行キャッシュ・フローと呼ばれる。

Ⅶ　保険料配分アプローチ（PAA）

• IFRS第17号が定義する契約の境界線に従って算定
されたカバー期間が1年以内

• PAAを用いて測定された残存カバーに係る負債の額
が、一般モデル（BBA）を適用した結果と大きく異
ならない（すなわち、合理的な近似値となる）場合

Ⅷ　表示・開示

Ⅸ　おわりに

期待将来
キャッシュ・
イン・フロー
（一時払保険料）

契約上のサービス・
マージン（CSM）

期待将来
キャッシュ・イン・
フローの現在価値
（一時払保険料）

期待将来
キャッシュ・アウト・
フローの現在価値

リスク調整

CSM

リスク調整
貨幣の
時間価値期待将来

キャッシュ・
アウト・フロー

履行キャッシュ・フロー
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▶図3　見積りの事後的な変更

▶図4　測定モデルの適用と差異

▶図5　保険料配分アプローチ（PAA）の概観

不利な契約

将来期間のサービス
に関連する見積もり
の変更

CSM

履行キャッシュ・フロー

将来キャッシュ・フロー

非金融リスクに係るリスク調整

割引

CSMのリリース

過去及び当期のサービス
に関連するキャッシュ・
フローの変更

過去及び当期のサービス
に関連するリスク調整の
リリース

保険金融費用（ロック
インされた割引率）

割引率の
変更による影響

純損益：
保険引受の業績

純損益：
保険金融費用

OCI

残存カバーに係る負債

支払った直課可能な
新契約費

受領した保険料
（＋不利な契約に
係る追加の負債） 残存カバーに係る

負債

発生保険金に係る負債

リスク調整

将来キャッシュ・
フローの現在価値

が抜本的に変わることが想定されるだけではなく、財
務報告を作成する際に利用するデータ、システム及
びプロセスに重大な影響が予想されます。この点は
IASBも認識しており、IFRS第17号の公表から発効日
までおおよそ3年半の導入期間が設けられています。
IFRS第17号の複雑性を鑑みれば、特に保険会社は

早急に導入準備を開始する必要があると思われます。
IASBは、新基準の導入期間中の継続的なサポートを
予定しており、その一環として、IFRS第17号の移行
リソースグループ（以下、TRG）を設立する予定です。
TRGでの議論も含めて、今後IASBから提供される情
報にも注意を払う必要があると思われます。

保険契約

保険契約のタイプ

測定

事後測定（金融変数）

CSMに対する付利

一般モデル（BBA）

一般モデル（BBA）に従い、純損益又はOCI

ロックインされた利率

変動手数料モデル（VFA）

CSM（ただし、リスクが軽減されている
場合には、純損益）

貸借対照表計上額を算定する際に
用いた利率（現在の利率）

無配当 直接連動型有配当間接連動型有配当
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